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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
銅または銅合金からなり、モータの回転軸を中心とする円周上に配置された複数の整流子
片と、
平行な表面と裏面を有し、前記表面と前記裏面に前記整流子片と電気的に接触する電極を
有する複数の板状のスパーク吸収素子と、
それぞれの隣接する前記整流子片の間に前記スパーク吸収素子が配設され、前記複数の整
流子片と前記複数のスパーク吸収素子とを一体的に成形する樹脂モールド部とを備え、
前記スパーク吸収素子の前記電極は、前記整流子片の回転方向の側面と対面して接触し、
前記整流子片は、前記スパーク吸収素子と対面する位置に、前記回転軸方向と平行に形成
された溝部を有し、前記溝部に充填されたモールド樹脂が前記整流子と前記スパーク吸収
素子を固着することを特徴とするモールド整流子。
【請求項２】
前記スパーク吸収素子は、円形または四角形であることを特徴とする請求項１記載のモー
ルド整流子。
【請求項３】
前記スパーク吸収素子は、前記電極の面積が前記板状の面積の８０％以上であることを特
徴とする請求項１または２記載のモールド整流子。
【請求項４】
前記スパーク吸収素子は、非直線性抵抗特性を有する素子であることを特徴とする請求項
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１～３のいずれか１項に記載のモールド整流子。
【請求項５】
前記スパーク吸収素子は、酸化亜鉛系バリスタであることを特徴とする請求項１～４のい
ずれか１項に記載のモールド整流子。
【請求項６】
前記スパーク吸収素子は、厚みが０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下であることを特徴とする
請求項１～５のいずれか１項に記載のモールド整流子。
【請求項７】
前記樹脂モールド部は、酸化アルミニウム、炭化珪素、及びガラス繊維の少なくとも一つ
を添加材料として含有する熱硬化性樹脂より成ることを特徴とする請求項１～６のいずれ
か１項に記載のモールド整流子。
【請求項８】
前記スパーク吸収素子は、その外周端が前記整流子片の外周端より内側になるように配置
されることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載のモールド整流子。
【請求項９】
前記整流子片は前記回転軸方向と平行に形成された２個の前記溝部を有する請求項１～８
のいずれか１項に記載のモールド整流子。
【請求項１０】
請求項１から９のいずれか１項に記載のモールド整流子を備え、１００Ｖ以上、２４０Ｖ
以下の交流電源で使用されることを特徴とする整流子モータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、掃除機や電動工具などに使用される整流子モータの整流機能を行うモールド
整流子、及びそれを組込んだ整流子モータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　掃除機など家電機器に使用される整流子モータは、モータの小型軽量化、性能向上、高
入力化に伴い、モータ回転中にブラシと整流子片間に生ずる火花放電（以下、スパークと
記載する）が大きくなり、ブラシ寿命が確保できなくなる課題がある。
【０００３】
　この課題を解決するためには、スパーク電圧を小さくする必要があり、ブラシの比抵抗
を高く設定し、電機子の巻線回数を少なくするなどの対策を行うことによって、ブラシ寿
命を確保している。しかしながら、この対策は、モータの効率を低下させるため、最良の
対策ではないのが現状である。
【０００４】
　一方、情報機器などに使用される低電圧（３～２０Ｖ）駆動の整流子モータには、ブラ
シ寿命を確保するために、一般的に、整流子片と巻線間に円盤状のバリスタ特性を有する
スパーク吸収素子が外付けされている。
【０００５】
　スパーク吸収素子として一般的に使用されているバリスタは、ある電圧以上になると抵
抗値が急減して電流を流し始める特性を有しているものであり、一般的に１ｍＡの電流が
流れたときの電圧をバリスタ電圧と呼んでいる。
【０００６】
　前述の情報機器などに使用される整流子モータに使用されるバリスタは、チタン酸スト
ロンチウム系で、バリスタ電圧は、３Ｖ／ｍＡより２０Ｖ／ｍＡ程度のものである。
【０００７】
　このスパーク吸収素子を巻線と整流子片間に電気的接合した場合、整流切り替わり時に
発生する起電力を吸収する効果が得られることにより、スパーク発生時のスパークエネル
ギーが抑えられ、ブラシ寿命の長寿命化が可能となる。このようなスパーク吸収素子を使
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ってブラシ寿命の長寿命化を図る例として、例えば特許文献１、特許文献２が開示されて
いる。特許文献１には球形状のスパーク吸収素子を使用した例が、そして特許文献２には
ピン形状のスパーク吸収素子を使用した例が開示されている。後者の例について、以下、
図面を参照して説明する。図９は従来のモールド整流子におけるスパーク吸収素子挿入部
分の部分断面図であり、図１０はスパーク吸収素子に流れる電流経路の説明図である。
【０００８】
　この従来のモールド整流子は、銅または銅合金からなり円周上に配置された複数の整流
子片８０と、ピン形状のスパーク吸収素子８２と、これらを一体的に成形する樹脂モール
ド部８５とを備える。各整流子片間にアンダーカット８１を施すことにより切り離し、モ
ールド整流子が完成する。
【０００９】
　ピン形状のスパーク吸収素子８２は、整流子片８０間のスパーク電圧を吸収する機能と
ともに、高速回転時に整流子片８０にかかる遠心力に対し、整流子片８０を固定、補強す
る機能も兼ねる。整流子モータが回転したときのスパーク電圧は、図１０の矢印に示すス
パーク吸収電流９１、スパーク吸収電流９２によって吸収される。
【００１０】
　しかしながら、このスパーク吸収電流は、スパーク吸収素子８２に均一に流れないとい
う課題があった。即ち、スパーク吸収電流９１（実線矢印で示す）は、スパーク吸収電流
９２（破線矢印で示す）より遙かに大きい値になり、結果的にスパーク吸収素子８２の整
流子片８０との接触部９５に電流が集中してしまう。その結果、バリスタ特性が大幅に低
下し、スパーク電圧の吸収性能が充分に発揮されず、ブラシ寿命の低下をきたすという課
題があった。また、高電圧モータに使用した場合、この接触部９５周辺の局部的な自己発
熱が大きくなり、素子の劣化を起こす可能性もあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平８－２３７９１３号公報
【特許文献２】特開平１０－２５７７３９号公報
【発明の概要】
【００１２】
　本発明のモールド整流子は、銅または銅合金からなり円周上に配置された複数の整流子
片と、平行な一対の面を有しそれぞれに電極を有する複数のスパーク吸収素子と、それぞ
れの隣接する整流子片の間にスパーク吸収素子が配設され、複数の整流子片と複数のスパ
ーク吸収素子とを一体的に成形する樹脂モールド部とを有する。
【００１３】
　ここで、このスパーク吸収素子は、電極を介して整流子片に電気的に接続され、この整
流子片に発生するスパーク電圧は、電極間に流れる電流により吸収されるように構成され
る。本発明は、さらにこのモールド整流子を組込んだ整流子モータを含む。
【００１４】
　本発明は、この構成により、スパーク吸収素子の厚み方向に電流を流すことができるの
で、素子のスパークに対するエネルギー耐量を大きくすることができる。さらに、それぞ
れの電極面積を最大限に大きくすることが可能であるとともに、電流を最短距離に流すこ
とができるため、スパークの吸収性を向上させることができる。したがって、高電圧モー
タに使用する際、整流子片間電圧も高くなることから、漏れ電流を抑えることができ、発
熱などを最小限に抑えることができる。簡単な構成で高信頼性、長寿命のモールド整流子
、及び整流子モータを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態１における整流子モータの外観図
【図２】本発明の実施の形態１における電機子及び整流子部分の外観図
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【図３】本発明の実施の形態１における整流子の縦断面図
【図４】同横断面図
【図５】図４におけるＡ部拡大図
【図６】本発明の実施の形態１におけるスパーク吸収素子の斜視図
【図７】本発明の実施の形態２におけるスパーク吸収素子挿入部分の部分断面図
【図８】本発明の実施の形態２におけるスパーク吸収素子に流れる電流経路の説明図
【図９】従来のモールド整流子におけるスパーク吸収素子挿入部分の部分断面図
【図１０】従来のモールド整流子におけるスパーク吸収素子に流れる電流経路の説明図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。
【００１７】
　（実施の形態１）
　まず、本発明のモールド整流子が組込まれる整流子モータの外観図を示す図１にしたが
って説明を行う。また、この整流子モータは、電源電圧が１００Ｖ以上、２４０Ｖ以下の
交流電源で使用される。
【００１８】
　図１において、界磁１は、界磁コア２に界磁巻線３を施して構成されている。電機子１
０は、回転軸１１に固着された電機子コア１２に電機子巻線１３を施し、整流子４０を同
軸上に配置して、回転軸１１の両端に設けられた軸受５によって回転自在に支承されてい
る。
【００１９】
　界磁１は、ブラケット２２に固定され、ブラケット２２に一対のカーボンブラシ（図示
せず）が、ブラシ保持器２３を介してネジ２４にて固定されている。また、回転軸１１に
は回転ファン１７が備えられ、その外周部及び下部に通風路を形成するエアガイド１８が
配されている。
【００２０】
　上記構成において、電力が供給されると界磁巻線３を伝導した電流がカーボンブラシ（
図示せず）を通って整流子４０に伝わり、界磁コア２で発生した磁束と電機子巻線１３を
通る電流との間で力が発生し、電機子１０が回転する。電機子１０が回転することにより
、回転ファン１７が回転し、吸気口２５より吸い込んだ空気は、矢印の経路を通って電機
子１０、界磁１、カーボンブラシを冷却しながら、ブラケット２２の排気口２６より排出
される。
【００２１】
　図２は、上記図１にて説明した本発明の電機子１０の詳細を示したものである。電機子
コア１２と整流子４０が、回転軸１１に圧入、焼バメなどの方法で接合されている。電機
子コア１２には電機子巻線１３が巻回されている。巻回された電機子巻線１３は、渡り線
部３１を経て整流子４０のフック４８に接合されている。
【００２２】
　次に、本発明の実施の形態１における整流子４０の具体的構成について説明を行う。図
３は本発明の実施の形態１における整流子の縦断面図、図４は同横断面図、図５は図４に
おけるＡ部の拡大図である。
【００２３】
　本実施の形態における整流子４０の整流子片４１は、これらの図に示すように、円周上
に配置されている。この整流子片４１は、導電性が良好な電気銅に耐加工性を向上するた
め約０．０７ｗｔ％の銀が添加された銅合金を使用している。そして、この形状は異形ダ
イスを使用し、連続的に引き抜いた状態で長手方向の整流子片形状を作り、その後プレス
加工にて最終形状に加工される。なお、この整流子片の材料は、銅合金に限定されるもの
ではなく、例えば銅であってもよい。
【００２４】
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　セラミックピン６５は、整流子片４１の回転方向両側端面の溝部と合致する形状の円筒
状のピンであり、アルミナセラミックで作製されている。そして、円形板形状のスパーク
吸収素子５０が、それぞれの整流子片４１の間に配設されている。本実施の形態では、合
計２４個の整流子片４１が円周上に配置されているので、それぞれの間に、合計２４本の
セラミックピン６５と２４個のスパーク吸収素子５０が配設されることになる。これらを
交互に組み合せ仮組みし、モールド成形用リングに圧入される。これにより整流子片４１
によりセラミックピン６５とスパーク吸収素子５０とが押圧保持された状態となっている
。これにより、高速回転時に整流子片４１にかかる遠心力に対し、セラミックピン６５に
よって補強されることになる。
【００２５】
　次に、図６は本実施の形態におけるスパーク吸収素子５０の斜視図である。スパーク吸
収素子５０は、図６に示すように、円形板形状をなしている。また、その厚さは０．５ｍ
ｍ以上であることが好ましい。これは、バリスタ電圧がスパーク吸収素子の厚み（より詳
細には、スパーク吸収素子内の結晶粒の大きさ）により決定されるためである。仮に、０
．５ｍｍ未満とすると、必要となるバリスタ電圧を得るために、結晶粒の大きさの調整が
困難となるためである。また、０．５ｍｍ未満であれば、スパーク吸収素子の機械的強度
が極端に低減し、割れや欠けも発生すると考えられるためである。また、スパーク吸収素
子の厚さは、１．５ｍｍ以下であることがさらに好ましい。これは、１．５ｍｍを超える
と、技術的に困難であるとともに、生産性やコスト面で不利となるためである。つまり、
１．５ｍｍを超えると、必要となるバリスタ電圧を得るために、結晶粒１粒当たりの粒径
を７０～８０μｍ以上としなければならなくなる。そして、結晶粒をこの程度まで成長さ
せるためには焼成時間を長くしたり、焼成温度を高温にする必要がある。そうすると、現
在の技術では困難であるとともに、生産性、コスト面でも不利益が大きいのである。また
、仮に以上の困難性を乗り越えて、焼成時間を長くしたり、焼成温度を高温にしたりして
、所望の粒径を得たとしても、α値が小さくなって漏れ電流が大きくなるため、特性が低
下すると考えられる。
【００２６】
　そしてスパーク吸収素子本体５１の表裏に電極５２を備える構成となっている。電極５
２の面積は、スパーク吸収素子本体５１の面積の８０％以上としている。スパーク吸収素
子５０に流れる電流は、スパーク吸収素子本体５１の厚み方向に流れるが、スパーク吸収
素子本体５１に均等且つ有効に流れるようにするためである。つまり、電極の面積は、ス
パーク吸収素子に全体的に均一となり、一部に電流が集中することを避けるために、でき
るだけ広く設定しておいた方がよく、８０％以上であることが好ましい。仮に８０％未満
になると、スパーク吸収素子の表裏面の面積のうち電極のない部分が有効に利用されなく
なり、電極のある部分に電流が集中して流れる。この結果、スパーク吸収素子の劣化が早
まり、破壊を生じる可能性が高くなるためである。
【００２７】
　整流子片４１は、各々の側面におけるスパーク吸収素子５０と接する部分には、溝部４
２を備えている。この溝部４２の断面形状は半円形状であり、それぞれの側面に２個設け
るのが好適である。この整流子片４１の各々の側面は、スパーク吸収素子５０の表裏の電
極５２に電気的に接合される。接合方法としては、圧接、導電性接着剤、はんだ付けなど
、適切な方法が選択される。この溝部４２には、樹脂モールド部６０が一体的に充填され
ることにより、スパーク吸収素子５０がより強固に固着される。また、成形時におけるス
パーク吸収素子５０の傾きや割れを防止し、さらに高速回転時の遠心力に対してスパーク
吸収素子５０を保護する効果も期待できる。なお、この溝部４２の数は、それぞれの側面
に２個に限定されるものではなく、例えば１個、３個など、適宜選択される。また、形状
も半円形状に限定されるものではない。
【００２８】
　以上のように整流子片４１とスパーク吸収素子５０の電極５２とを接合することにより
、整流子片４１に発生するスパーク電圧は、スパーク吸収素子本体５１の厚み方向に流れ
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る電流により吸収される。従来例のように電流が局部に集中することなく均等に流れるの
で、スパーク電圧の吸収性能を向上させることが可能となる。
【００２９】
　このスパーク吸収素子５０として、非直線性抵抗特性を有するいわゆるバリスタ素子が
用いられる。そして、バリスタ電圧は、このスパーク吸収素子５０に１ｍＡの電流を流し
た時の電圧値として定義される。非直線抵抗指数αは、１ｍＡと１００μＡにおける各電
流を流した時の電圧値から下記式により算出する。
【００３０】
　α＝（ｌｏｇＩ１―ｌｏｇＩ２）／（ｌｏｇＶ１―ｌｏｇＶ２）
　ただし、Ｉ１＝１ｍＡ、Ｉ２＝１００μＡであり、Ｖ１、Ｖ２はＩ１、Ｉ２における電
圧値である。
【００３１】
　非直線抵抗指数αは、高いほど安定してバリスタ素子間に電流（スパーク電流）を流す
ことが可能となり、さらにスパーク電圧除去効果も高くなる。チタン酸ストロンチウム系
バリスタのα値は２～１０程度のものであるのに対して、酸化亜鉛系バリスタは２０～６
０程度のα値を有することが可能であり、スパーク吸収効果には非常に有用である。
【００３２】
　次に、このスパーク吸収素子５０の物性的内容を説明する。このスパーク吸収素子５０
は、酸化亜鉛を主成分としたいわゆるバリスタである。より具体的には、酸化亜鉛（Ｚｎ
Ｏ）粉末に酸化ビスマス（Ｂｉ2Ｏ3）、酸化コバルト（ＣｏＯ）、酸化ニッケル（ＮｉＯ
）、酸化マンガン（ＭｎＯ）、酸化クロム（Ｃｒ2Ｏ3）、酸化アルミニウム（Ａｌ2Ｏ3）
、酸化ケイ素（ＳｉＯ2）、酸化スズ（ＳｎＯ2）、酸化アンチモン（Ｓｂ2Ｏ3）の酸化物
を添加し混合した粉末を使用している。この粉末にバインダーとしてポリビニルアルコー
ルを添加し、組成の均質化のためにスプレードライヤーにて造粒する。その後、所定のリ
ング状にプレス成形を行う。
【００３３】
　なお、酸化亜鉛粉末の平均粒径は０．６μｍより３μｍを使用し、焼成温度は９００℃
より１２００℃、焼成時間は３時間より３０時間、昇温速度は２０℃／時間より１００℃
／時間の条件にて実施することで、酸化亜鉛の結晶粒径を調整し、所定のバリスタ電圧に
なるよう調整を行う。
【００３４】
　その後、円形板形状の表裏両面にマスク印刷により、銀電極５２を形成し、スパーク吸
収素子５０が完成する。
【００３５】
　さらに、図４、図５に示す樹脂モールド部６０は、酸化アルミニウム、炭化珪素及びガ
ラス繊維の少なくとも一つが添加材料として添加された熱硬化性樹脂（例えば、フェノー
ル樹脂）を使用して、整流子片４１とスパーク吸収素子５０、及びセラミックピン６５と
を一体的に成形する。その後、各整流子片を絶縁するために、各子片間にアンダーカット
４９を施すことにより切り離し、本発明のモールド整流子４０が完成する。
【００３６】
　本実施の形態によれば、整流子片４１の各側面と、スパーク吸収素子５０の表裏の面電
極５２とが電気的に接合されることから、隣り合う整流子片間に発生するスパークを吸収
する際、スパーク吸収素子５０の厚み方向に電流を流すことができる。このため、片側面
に電極を設けた構造の場合より、エネルギー耐量を高くすることができる。また、モータ
回転時に整流子間に発生するスパーク電圧をスパーク吸収素子５０の厚み方向で吸収する
ことから、整流子片間のバリスタ特性を厚み調整することにより設定が可能となる。この
ため、モータ仕様が変わっても対応が可能となり汎用性が非常に高くなる。これにより、
１００Ｖ以上、２４０Ｖ以下の交流電源で使用される高電圧モータや様々なモータ仕様へ
の適応が可能となる。
【００３７】
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　（実施の形態２）
　図７は本発明の実施の形態２におけるスパーク吸収素子挿入部分の部分断面図、図８は
そのスパーク吸収素子に流れる電流経路の説明図である。
【００３８】
　本実施の形態における整流子片４１ａは、実施の形態１における溝部４２の代わりに埋
設凹部４３が設けられている。そして、隣接する整流子片４１ａの埋設凹部４３との間に
スパーク吸収素子５０ａが挟み込まれて埋設される。スパーク吸収素子５０ａの形状は、
四角形板状が好適である。スパーク吸収素子５０ａは、スパーク吸収素子本体５１ａとそ
の表裏両面に設けられた電極５２ａより構成される。そして、この電極５２ａの面積は、
実施の形態１と同様に、スパーク吸収素子本体５１ａの面積の８０％以上である。図８に
示すように、スパーク吸収電流５６は、スパーク吸収素子本体５１ａの厚み方向に均一に
流れる。この構成により、実施の形態１と同様の効果を奏することができる。
【００３９】
　なお、図７に示す電流経路の説明図においては、埋設凹部４３は省略して示している。
また、スパーク吸収素子５０ａの形状は、四角形板状に限定されるものではなく、例えば
実施の形態１と同様に円形板状、あるいは楕円形板状など、適宜選択可能である。また、
スパーク吸収素子５０ａの厚さは、実施の形態１と同様に、０．５ｍｍ以上、１．５ｍｍ
以下の範囲で選択される。ただし、実施の形態１より若干厚くする方が好ましい。
【００４０】
　次に、実施の形態１と実施の形態２とを含めて、従来例との比較実験を行ったので、そ
の結果を説明する。
【００４１】
　表１は、従来例のスパーク吸収素子（ピン形状）と実施の形態１のスパーク吸収素子（
円形板形状）との比較において、バリスタ電圧とα値（非直線抵抗指数）との測定値を示
す。
【００４２】
【表１】

【００４３】
　この表より明らかなように、実施の形態１のスパーク吸収素子は、従来例のスパーク吸
収素子に比べて、α値が遙かに大きい値を示す。これにより、大きいスパーク吸収電流を
流すことが可能となり、スパーク電圧の吸収効果が大きいことがわかる。
【００４４】
　次に、表２は、実施の形態１（円形板形状）、実施の形態２（四角形板形状）、従来例
（ピン形状）、スパーク吸収素子なし、の４つの場合について、ブラシ寿命を測定したも
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のである。モータは、無負荷の状態で２４０Ｖの交流電圧を印加し、オリフィス径１６ｍ
ｍ、３７,０００ｒ／分の回転数、１０分オン－２分オフの条件でブラシ（モータ）寿命
を測定した。ブラシ長は、摩耗代３０ｍｍとした。
【００４５】
【表２】

【００４６】
　この結果より、実施の形態１と実施の形態２に示す本発明のモールド整流子を使った整
流子モータは、ブラシ寿命がスパーク吸収素子なしの場合に比べて約２倍、従来例の構造
の場合に比べて約１．５倍に改善でき、長寿命化の効果があることが確認された。
【００４７】
　なお、上述した実施の形態においては、スパーク吸収素子５０、５０ａとしてバリスタ
素子を利用しているが、バリスタ素子に代えてコンデンサ素子及び抵抗素子を組み合わせ
たものを利用してもよい。このようにコンデンサ素子と抵抗素子とを組み合わせた場合に
は、バリスタ素子と同様の効果を奏することができる。
【００４８】
　また、上述した実施の形態においては、セラミックピン６５を備える構成を採用してい
るが、セラミックピン６５を備えない構成としてもよい。特に、実施の形態２の構成は、
スパーク吸収素子５０ａがセラミックピンの代用をすることが可能であり、セラミックピ
ン６５を備えない構成として好適である。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明のモールド整流子及びそれを組込んだ整流子モータによると、スパーク吸収素子
の厚み方向に電流を流すことによって、整流子片に発生するスパークの吸収性を向上させ
ることができる。これにより、掃除機や電動工具などに使用される高電圧モータとして、
簡単な構成で高信頼性、長寿命のモールド整流子、及び整流子モータを提供することがで
きる。
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【符号の説明】
【００５０】
　１　　界磁
　２　　界磁コア
　３　　界磁巻線
　５　　軸受
　１０　　電機子
　１１　　回転軸
　１２　　電機子コア
　１３　　電機子巻線
　１７　　回転ファン
　１８　　エアガイド
　２２　　ブラケット
　２３　　ブラシ保持器
　２４　　ネジ
　２５　　吸気口
　２６　　排気口
　３１　　渡り線部
　４０　　整流子
　４１，４１ａ　　整流子片
　４２　　溝部
　４３　　埋設凹部
　４７　　アンカー部
　４８，４８ａ　　フック
　４９，４９ａ　　アンダーカット
　５０，５０ａ　　スパーク吸収素子
　５１，５１ａ　　スパーク吸収素子本体
　５２，５２ａ　　電極
　５６　　スパーク吸収素子の電流の流れ
　６０，６１　　樹脂モールド部
　６５　　セラミックピン
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